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＜安定した区財政基盤の確立への取り
組みについて＞
今後、複雑化・多様化する区民ニーズに
対応するには財源確保が必要である
が、区財政基盤は脆弱である。将来を見

据え安定した財政基盤確立に向け以
下、質問する。（１）職員の財政知識の習
得について伺う。（２）区財政の透明性
向上への取り組みについて伺う。
区長　（１）職員が財政に関する知識を

身につけていくことは大変重要である。
公会計に関する専門的な知識など財政
に関する知識や資格の取得等に対する
区としての取り組みについては、今後検
討していく。（２）区の財政状況について
の透明性を高める取り組みを通じて、将
来を見据えた持続可能で質の高い区民
サービスの提供に取り組んでいく。
＜糖尿病の重症化予防の取り組みにつ
いて＞
糖尿病を放置すると合併症を引き起
こし、患者のＱＯＬを低下させる。ま
た、医療経済的にも負担が大きい。保険

者としての対策について以下、質問す
る。糖尿病の重症化予防の取り組み実
施について伺う。
区長　今年度から、国民健康保険にお
いて、糖尿病をはじめとする生活習慣
病の重症化を予防するための保健指導
事業を開始している。基礎疾患の検査
数値とともに腎症ステージの改善を図
り、人工透析新規導入者の減少などを
目指し、被保険者のＱＯＬの向上に資
するように取り組んでいく。

安定した財政基盤を確立し、
区民福祉の増進を図れ！！

公明党目黒区議団　川原 のぶあき　議員

＜目黒区ならではの産業振興＞
平成30年度は目黒区産業振興ビジョ
ンを改定する。（１）改定に向けた区民
意識調査と事業所意識調査を踏まえ
て、目黒区独自の産業振興に取り組
め。（２）平成28年度から区内創業支援
に取り組んでいるが、目黒区民は定年
後の起業を希望する人も多いためシニ
ア創業支援に取り組め。（３）事業承継
税制が改正された。改正を踏まえた区
内事業者の事業承継を支援せよ。

区長　（１）区内産業の現状や意識調査
等を十分に踏まえた上で、目黒の特性
に合った産業振興ビジョンとなるよう
に取り組む。（２）創業希望者のご意見
や要望等の把握にも留意し、経験や年
齢、性別等に応じた様々な創業支援の
あり方を調査研究していく。（３）産業
振興ビジョン改定の検討の中で、学識
経験者や産業関係団体のご意見も伺い
ながら、具体的に検討していく。
＜目黒区ならではの音楽文化振興＞

平成31年４月、上目黒に東京音楽大学
が開校する。新たな音楽資源の創出に
より、音楽文化縁（※１）形成、まちづ
くり、地域ブランド創出等が期待され
る。開校を機に、目黒区芸術文化振興財
団による音楽振興に取り組め。
区長　開校の機をとらえ、芸術文化振
興財団と連携・協力しながら、区内で音
楽活動を行う区民や団体の取り組みが
さらに充実し、区民が身近に音楽に触
れることができるよう、引き続き区の
音楽文化の振興に取り組んでいく。
＜目黒区ならではのラグビーワールド
カップ日本大会の機運醸成＞
2019年９月20日から日本大会が開催
される。開催期間が44日間と長期間の
ため、国内各地の経済活性化とレガシ
ー創出が期待される。パブリックビュ
ーイング（※２）等の独自の機運醸成に

取り組め。
区長　都と連携しながら、啓発用のポ
スター・ビデオ放映等により周知に努
める。また、小中学生を対象にトップア
スリートが出場する競技大会のラグビ
ー等観戦事業の実施により、機運醸成
を進める。より多くの区民にスポーツ
の楽しさを伝えることで、さらなるス
ポーツ振興につなげていきたい。

【用語解説】
※１ 文化縁:目黒区の芸術文化振興プランで

は人々が年齢、性別、所得や国籍などにと
らわれることなく、芸術文化という共通事
項をきっかけとし、様々な境界を超えた人
と人との「縁」としている。

※２ パブリックビューイング：大型スクリー
ンのある会場で、大勢の人が一緒にスポー
ツの試合等の映像を見ること。

目黒区だから実現できる「ま
ちづくり」を目指して

　自由民主党目黒区議団　鈴木 まさし　議員

◆継続審査とした陳情
●受動喫煙防止条例の早期制定に関する陳情

●東京都目黒区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情
●目黒区における受動喫煙防止に関する陳情

◆審議した議案の結果と各会派の賛否 （○：賛成、×：反対）
議　案　名 概　　　　要 自民公明共産立区維新 無会派（各１人・５０音順） 議決結果

区長提出議案

目黒区手数料条例の一部を改正する条例 旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴い、ホテル営業及び旅館営業の営業種
別の統合に係る規定の整備を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一
部を改正する条例

派遣職員の給与の支給に係る規定を定め、派遣先団体の特例を設けるとともに、
職員の給与に関する条例等の規定の整備を行うもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

公職選挙法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、目黒区議会議員の
選挙におけるビラの作成に係る公費負担に関して必要な事項を定めるもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例 区民税の非課税の基準となる額を引き上げ、加熱式たばこの課税方式を見直すとと
もに、たばこ税の税率の引上げ等を行い、併せて規定の整備を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区中小企業センター条例の一部を改正する条例 指定管理者に行わせる業務の範囲を拡大し、その業務に係る休業日を見直すとともに、
指定管理者が利用する施設の使用料に係る免除規定を設けるもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令によ
り旅館業法施行令が改正されたことに伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備
の基準等を定め、営業者の遵守事項及び簡易宿所営業の施設の構造設備の基
準を見直すとともに、規定の整備を行うもの。

○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 介護保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されることに伴い、規定の整
備を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令等の施行に伴い、規定の整
備を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人
員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施
行に伴い、規定の整備を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区立児童館条例の一部を改正する条例 油面住区センター児童館に分室を設置するもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令
等の施行に伴い、規定の整備を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行
に伴い、規定の整備を行うもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一
部を改正する条例

保育所等の利用者負担額及び延長保育料の額を引き上げ、第２子に係る保育所
等の利用者負担額の軽減措置を拡充するとともに、低所得世帯に係る幼稚園及
びこども園の利用者負担額を減額し、併せて規定の整備を行うもの。

○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

目黒区立中央体育館大規模改修工事の請負契約 実施計画に基づき、目黒区立中央体育館の大規模改修工事を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区立中央体育館大規模改修工事に伴う電気設
備工事の請負契約

実施計画に基づき、目黒区立中央体育館の大規模改修工事に伴う電気設備工事
を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区立中央体育館大規模改修工事に伴う空気調
和設備工事の請負契約

実施計画に基づき、目黒区立中央体育館の大規模改修工事に伴う空気調和設
備工事を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議員提出議案
児童虐待のない目黒を実現するための決議（5ページ掲載の決議をご覧ください。） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

◆陳情の審議結果と各会派の賛否
件　　　　名 自民公明共産立区維新 無会派（各１人・５０音順） 議決結果

目黒区幼児虐待死事件　再発防止策をどうすべきか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択

会派の名称と構成人数　自民＝自由民主党目黒区議団（13人）　公明＝公明党目黒区議団（6人）　共産＝日本共産党目黒区議団（4人）　立区＝立憲民主・区民クラブ（3人）　維新＝日本維新の会目黒区議団（2人）
★各会派の構成議員については、７ページの「会派別議員名簿」をご覧ください。

◇◇◇◇区議会の情報を公開しています◇◇◇◇

・開示請求できる情報
区議会事務局の職員が職務上作成し、または取得した文書等で、議長が管理し

ているものです。
・開示請求できるかた

どなたでも請求できます。
・開示請求方法

所定の請求書に必要事項を記入して、区議会事務局に提出してください。申請
書は事務局にもありますが、ホームページからもダウンロードできます。

目黒区ホームページのトップページから、申請書ダウンロード＞情報公開･自己
情報開示等に関する申請書＞情報公開に関する申請書 目黒区議会議長あて(区
議会事務局)＞と進んで、様式のPDFファイルをダウンロードしてください。
・開示決定の期限

開示請求があった日から起算して１５日以内に開示の可否について決定し、文
書で通知します。
・開示方法

請求したかたのご希望とその情報の種類に応じて閲覧、視聴、写しの交付の方
法で行います。
・費用

閲覧又は視聴に要する費用は無料で、写しの作成や送付に要する費用は請求
者の負担となります。
・救済の手続き

議会情報の開示の拒否などの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基
づく不服申立てをすることができます。

＜問い合わせ＞区議会事務局庶務係　☎０３－５７２２－９４１３

目黒区議会では、目黒区議会情報公開条例に基づき、区民へ積極的な情報の公開を行っています。
情報公開の方法は、開示・公表・提供の３種類があります。

☆議会情報の開示の内容と手続きは次のとおりです☆ 情報公開手続きの流れ

請 求 者

決　定

開示の請求

請求者へ通知

不服があるとき

閲覧・視聴・写しの交付

議長
（区議会事務局）

部分開示
決定通知

目黒区議会情報公開審査会
※議員6名により構成されています。

※学識者：情報公開制度について学識を有する者

③意見提出

①諮問

④答申 ②意見聴取

学識者（3名）裁決

審査請求者へ通知

議長
（区議会事務局）

審査請求

開示拒否
決定通知

開示
決定通知

傍 聴 に お い で く だ さ い
目黒区議会では、定例会（２月、６月、９月、１１月の年４回）、臨時会、委員会

（常任委員会、議会運営委員会、特別委員会）の傍聴ができます。傍聴は議会活動
に触れる身近な機会ですので、ぜひおいでください。
傍聴をご希望のかたは、区議会ホームページや区議会だよりなどで区議会・

委員会の日程をご確認の上、当日、総合庁舎５階の区議会事務局においでくだ
さい。
申込書に住所・氏名をご記入いただければ、どなたでも傍聴できます。
当日、撮影や録音を希望する場合は、

傍聴手続きの際にお申し出ください。
なお、傍聴席では飲食禁止や騒ぎ立て

る等で議事を妨害しないことなど、傍聴
するにあたって守っていただくことが
ありますので、ご協力ください。

＜本会議場での傍聴について＞
傍聴席の入口は６階にあります。座席の

数は56席です。満員の際は傍聴をお断りす
ることがありますので、ご了承ください。

車椅子のスペースや耳が聞こえにくいかたのための専用イヤホンの用意がありま
すので、事務局職員にお申し出ください。
また、手話通訳を希望されるかたは、傍聴希望日の１週間前までにご連絡ください。

平成３０年第３回定例会（予定）
９月５日（水） 議会運営委員会・本会議（一般質問）
　　６日（木） 本会議（一般質問）
　　７日（金） 議会運営委員会・本会議（議案付託）
　１０日（月） 常任委員会
　１１日（火） 　　〃
　１２日（水） 企画総務委員会（補正予算審査）
　１３日（木） 目黒区総合戦略等調査特別委員会
　１４日（金）～２５日（火）
　（土日祝日を除く） 決算特別委員会

　２８日（金） 議会運営委員会・本会議（議案議決）
＊本会議の開会は午後１時、各委員会の開会は午前10時の予定です。
＜問い合わせ先＞区議会事務局庶務係　☎03-5722-9413　FAX03-5722-9335

児童虐待のない目黒を実現するための決議
今年３月、あまりにもつらく悲しい、児童虐待死事件が発生し、尊い小さな命を救うことがかなわなかったことが悔やまれてならない。亡くなられた幼児

に心からの哀悼の意をささげる。
目黒区は、これまでも児童相談所をはじめ関係機関と連携しながら、児童虐待の早期発見及び再発防止に努めてきたところである。本事件に関しては、児

童相談所や警察署を所管する東京都、転入前の香川県、目黒区の子ども家庭支援センターなど複数の行政機関や自治体が関与する中で、深刻な事態を防げな
かった制度上の仕組み等の課題に向き合っていかなくてはならない。
「子どもは、一人ひとりがかけがえのない存在である。」
目黒区議会は、広く児童虐待を未然に防ぐ観点から、子育て中の保護者の不安を払拭し、家庭が孤立することがないよう、さまざまな場面で訴えてきた。
さらに、児童相談所等の目黒区への運営移管に関して、財政支援・専門職人材の確保や育成支援について、既に国や東京都に強く要望しており、引き続き区

行政と共に議論を重ねていく。
私たち目黒区議会は、この度の虐待事件の経緯を見つめ直し、今後とも児童虐待のない社会に向け、行政各機関との一層の連携や情報の共有を行っていく。
そして、すべての方々と手を携えながら、地域で子どもたちの命を守り、安心して生き生きと成長して行けるまちづくりに全力で取り組んでいくことを誓

いここに決議する。

平成30年６月20日
目 黒 区 議 会


